
亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行

規則をここに公布する。  

平成２７年１２月２８日  

                          亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第４０号  

 

   亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
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 （趣旨）  

第１条  この規則は、亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例（平成２７年亀山市条例第３５号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （条例別表第１の規則で定める事務）  

第２条  条例別表第１の規則で定める事務は、次のとおりとする。  

（１）亀山市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年亀山市条

例第８４号）第７条に規定する受給資格の認定及び更新並びに

受給資格者証の交付に関する事務  

（２）亀山市福祉医療費の助成に関する条例第１０条に規定する助

成の申請内容の審査及び助成の決定に関する事務  

 （条例別表第２の規則で定める事務及び情報）  

第３条  条例別表第２の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同表の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区

分に応じ、当該各号に定める情報とする。  

（１）亀山市福祉医療費の助成に関する条例第２条第１項に規定す

る心身障害者に対する同条例第７条に規定する受給資格の認定

及び更新並びに受給資格者証の交付に関する事務  次に掲げる

情報  

ア  当該申請に係る助成対象者（亀山市福祉医療の助成に関す

る条例第３条第１項に規定する対象者をいう。以下この条に



おいて同じ。）に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若

しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組

合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若

しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格（以下

「医療保険被保険者等資格」という。）に関する情報  

イ  当該申請に係る助成対象者並びにその配偶者及び扶養義務

者に係る所得、所得控除その他の市町村民税の算定の基礎と

なる事項に関する情報  

ウ  当該申請に係る助成対象者に係る世帯主の氏名及び世帯主

との続柄に関する情報  

エ  当該申請に係る助成対象者に係る生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）第１９条第１項の保護の実施、同法第２４

条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更、同

法第２５条第１項の職権による保護の開始若しくは同条第２

項の職権による保護の変更又は同法第２６条の保護の停止若

しくは廃止（以下「生活保護実施関係情報」という。）に関

する情報  

オ  当該申請に係る助成対象者に係る身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２３８号）第１５条第１項の身体障害者手帳、

三重県療育手帳制度実施要綱（昭和６３年４月１日施行）の

規定により交付を受けた療育手帳又は精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度

に関する情報  

（２）亀山市福祉医療費の助成に関する条例第２条第２項に規定す

る一人親家庭等の母、同条第３項に規定する一人親家庭等の父

又は同条第４項に規定する一人親家庭等の児童に対する同条例

第７条に規定する受給資格の認定及び更新並びに受給資格者証

の交付に関する事務  次に掲げる情報  



ア  当該申請に係る助成対象者に係る医療保険被保険者等資格

に関する情報  

イ  当該申請に係る助成対象者に係る所得、所得控除その他の

市町村民税の算定の基礎となる事項に関する情報  

ウ  当該申請に係る助成対象者の配偶者等（亀山市福祉医療費

の助成に関する条例施行規則第３条第１項第２号に規定する

一人親家庭等の母の配偶者等をいう。）で、生計を維持する

ものに係る所得、所得控除その他の市町村民税の算定の基礎

となる事項に関する情報  

エ  当該申請に係る助成対象者に係る世帯主の氏名及び世帯主

との続柄に関する情報  

オ  当該申請に係る助成対象者及び亀山市福祉医療の助成に関

する条例第２条第４項第２号に定める者を現に扶養している

者に係る生活保護実施関係情報に関する情報  

カ  当該申請に係る助成対象者及び亀山市福祉医療の助成に関

する条例第２条第４項第２号に定める者を現に扶養している

者に係る児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４

条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報  

（３）亀山市福祉医療費の助成に関する条例第２条第５項に規定す

る子どもに対する同条例第７条に規定する受給資格の認定及び

更新並びに受給資格者証の交付に関する事務  次に掲げる情報  

ア  当該申請に係る助成対象者及びその保護者に係る医療保険

被保険者等資格に関する情報  

イ  当該申請に係る助成対象者の保護者に係る所得、所得控除

その他の市町村民税の算定の基礎となる事項に関する情報  

ウ  当該申請に係る助成対象者に係る世帯主の氏名及び世帯主

との続柄に関する情報  

エ  当該申請に係る助成対象者又はその保護者に係る生活保護

実施関係情報に関する情報  



オ  当該申請に係る助成対象者の保護者に係る児童手当法（昭

和４６年法律第７３号）第８条第１項の児童手当の支給又は

同法附則第２条第１項の給付の支給に関する情報  

（４）亀山市福祉医療費の助成に関する条例第１０条に規定する助

成の決定に関する事務  助成対象者に係る医療保険各法（利用

条例別表第２の右欄第１号に規定する医療保険各法をいう。）

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）による医療に関する給付の支給に関する情報  

   附  則  

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。  


